
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計予算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、令和６年４月１日現在の人数である。

（３）ラスパイレス指数の状況（令和５年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

２　一般行政職給料表の状況（令和６年４月１日現在）

（単位：円）

令和６年度　ニセコ町人事行政の運営等の公表

住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

（４年度末） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 4年度の人件費率

人　　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％　　　　　　　　　　　％

4,970 5,437,718 198,372 1,068,740 19.7 19.6

※　人件費には、議会議員や非常勤特別職、臨時職員を含むニセコ町職員に係る報酬、給与、各種手当、
　共済費、負担金が含まれています。

職員数 給　　　　与　　　　費 一人当たり （参考）５年度

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

98 320,373 40,712 119,740 480,825 4,906 5,503

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

区分

５年度

区分

６年度

１ 号 級 の
給 料 月 額

162,000 208,000 240,900 271,600 295,400 323,100

最 高 号 級 の
給 料 月 額

249,400 305,200 351,000 385,800 394,000 411,300

95.6 96.1 96.4
95.8

96.9
96.3

90

95

100

105

ニセコ町 類似団体平均 全国町村平均

R5H30 H30 H30R5 R5
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当
　　　　などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい
　　　　るものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務
　　　　手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

（２）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

４　級別職員数等の状況

（１）一般職の級別職員数等の状況（令和６年４月１日現在）

（注）１　ニセコ町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

ニセコ町 41.3 302,808 364,077 337,353

北海道 42.8 317,306 387,419 360,813

国 42.3 337,218 ― 412,747

類似団体 41.6 306,825 373,283 337,073

区　　　　　分 ニセコ町 北海道 国

大　学　卒 196,200 196,200 242,640

高　校　卒 166,600 166,600 207,120

区　　　　分 経験年数７～１０年未満 経験年数１０～１５年未満 経験年数１５～２０年未満

大学卒 249,725 281,375 311,350

高校卒 218,800 244,166 　―

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

人 ％

17 17.3 

人 ％

9 9.2 

人 ％

30 30.6 

人 ％

24 24.5 

人 ％

14 14.3 

人 ％

4 4.1 

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

一般行政職

一般行政職

１　級 定型的な業務を行う職務

２　級
高度の知識又は経験を必要とする業
務を行う職務

３　級
1 係長及び主査の職務
2 困難な業務を処理する主任等の職
務

４　級
困難な業務を処理する係長及び主査
の職務

５　級 課長等の職務

６　級 困難な業務を行う課長等の職務
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（２）昇給への人事評価の活用状況（ニセコ町）

イ．人事評価を活用している

活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ．人事評価を活用していない
活用予定時期

５　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円 千円 千円

（５年度支給割合） （５年度支給割合） （５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（ニセコ町）

イ．人事評価を活用している

活用している成績率

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ．人事評価を活用していない
活用予定時期

（２）退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置　2～20％加算） （定年前早期退職特例措置　2～20％加算）

千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２年度に退職した職員に支給された平均額である。

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

○ ○

○ ○

ニセコ町 北海道 国

１人当たり平均支給額（５年度） １人当たり平均支給額（５年度） １人当たり平均支給額（５年度）

1,464,900 － －

2.450 2.050 2.450 2.050 2.450 2.050

1.225 1.025 1.225 1.025 1.225 1.025

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

○ ○

○ ○

ニセコ町 国

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.270075 28.0395 33.270075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

１人当たり平均支給額 15,471

令和5年4月2日から令和6年4月1日
までにおける運用

管理職員 一般職員

職制上の段階、職務の級等による加算
措置あり

職制上の段階、職務の級等による加算
措置あり

職制上の段階、職務の級等による加算
措置あり

役職加算
給料月額の5％～15％の
加算

役職加算
給料月額の5％～20％の
加算

役職加算
給料月額の5％～20％の
加算

管理職加算
給料月額の10％～25％の
加算

管理職加算
給料月額の10％～25％の
加算

令和５年度中における運用 管理職員 一般職員

3



（３）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（４）その他の手当（令和６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ） 18,122

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ５ 年 度 決 算 ） 289

支 給 実 績 （ ４ 年 度 決 算 ） 20,392

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ５ 年 度 決 算 ） 217

支給実績 支給職員１人当たり

国の制度 国の制度と 平均支給年額
との異同 異なる内容

扶養手当

○配偶者
　・月額　6,500円
○22歳までの子
　・月額　10,000円
○配偶者・子以外
　・月額　6,500円
○満16歳の年度初めから満22歳の年
度末までの子
　・１人当たり月額5,000円加算

同じ 9,157 千円 228,937

住居手当

１ 借家、借間
（家賃が月額12,000円を超える場合
のみ該当）
①家賃等が23,000円以下
　・家賃額から12,000円を控除し
　た額
②家賃等が23,000円を超える場合
　・家賃額から23,000円を控除し
　た後の２分の１の額を27,000円
　を限度として11,000円に加算し
　た額

異なる
対象家賃下
限額

11,416 千円 271,816

通勤手当

１ 交通機関利用者
①運賃等が支給単位期間（6ヶ月）
の定期券等の価額が月額55,000円以
内のときは、その全額
②運賃等が支給単位期間（6ヶ月）
の定期券等の価額が月額55,000円を
超える場合は、月額55,000円を限度
とする。
２ 交通用具使用者
①片道2Ｋｍ以上5Ｋｍ未満の者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・月額　2,000円
②片道5Ｋｍ以上10Ｋｍ未満の者　　　　　　　　　　　　　　　　
　・月額　4,200円
③片道15Ｋｍ以上20Ｋｍ未満の者
　・月額　10,000円

同じ 1,175 千円 97,916

管理職手当

管理・監督の地位にある職員に支給
職務の級が6級である管理職員　
51,900円
職務の級が5級である管理職員　
49,600円

異なる 支給額 5,698 千円 356,163

宿日直手当
土・日曜日等に日直を担当した職員
に１回につき4,400円を支給

異なる
日直時間に
よる支給額

488 千円 8,800

寒冷地手当
世帯の状況、扶養者数、勤務地に応
じて、１１月から翌年３月まで毎月
8,800円～26,380円を支給。

同じ 7,238 千円 79,543

管理職員
特別勤務手当

管理・監督の地位にある職員が緊急
及び臨時等の用務により勤務した場
合に支給
①休日勤務
・3時間以上6時間未満 10,000円
・6時間以上　　　　　15,000円
②平日夜間勤務
・1回につき　5,000円

異なる 支給額 780 千円

手　当　名 内容及び支給単価
（令和５年度普通

会計決算） （令和５年度普通
会計決算）
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６　特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職年数×4.66月

給料月額×在職年数×2.94月

給料月額×在職年数×2.58月

(注）１　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
        勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

７　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（令和６年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

区 分 給 料 月 額 等

（参考）管内における最高／最低額

町 長 700,000 795,000 620,000

副 町 長 595,000 655,000 560,000

教 育 長 545,000 590,000 515,000

議 長 269,000 290,000 240,000

副 議 長 215,000 235,000 191,000

議 員 186,000 200,000 160,000

町 長 　　（５年度支給割合）

副 町 長 4.55 

教 育 長

議 長 　　（５年度支給割合）

副 議 長 4.55 

議 員

町 長 13,048千円

副 町 長 6,997千円

教 育 長 5,624千円

備　　　　考

職 員 数

令和6年 令和5年

議　会 1 1 0
総　務 35 30 5 異動による増

税　務 6 6 0
農林水産 9 8 1
商　工 4 5 -1 異動による減

土　木 7 8 -1 異動による減

民　生 3 3 0
衛　生 6 6 0

教育部門 22 21 1 機構改革及び異動による減

水　道 2 2 0
下水道 2 3 -1 異動による減

国　保 1 2 -1 異動による減

介　護 0 0 0
小　計 5 7 -2

98 95 3
[103] [98] [5]

給
 
 
料

報
 
 
酬

期
末
手
当

退
職
手
当

任期毎又は退
職時に支給

　　　　　　　区　分

　部　門

対前年
増減数

主な増減理由

計 71 67 5

小　計 93 88 5

公
営
企
業

等
会
計
部

門

合　　計

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門
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（２）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）

（注）　職員数は一般職に属する職員数である。

（３）職員数の推移

（各年４月１日現在）

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
      ２ 合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

（４）会計年度任用職員の状況

（Ｒ5年４月１日現在）

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計
未満 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

0 10 10 7 10 7 8 7 16 14 6 3 98

過去５年間の

増減数（率）

一般行政 70 68 66 64 67 71 1 1.4%

教育 20 22 22 22 22 22 2 10.0%

消防 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

普通会計計 90 90 88 86 89 93 3 3.3%

公営企業等会計 5 5 6 7 7 5 0 0.0%

総合計 95 95 94 93 96 98 3 3.2%

一般行政 12 31 43

教育 23 32 55

普通会計合計 35 63 98

公営企業等会計 1 0 1

総合計 36 63 99

区　分

職員数

　　　　　　　区　分

　部　門
元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

　　　　　　　区　分
　部　門

フルタイム パートタイム 合計

0

5

10

15

20

25

30

2
0
未
満

2
0
-
2
3

2
4
-
2
7

2
8
-
3
1

3
2
-
3
5

3
6
-
3
9

4
0
-
4
3

4
4
-
4
7

4
8
-
5
1

5
2
-
5
5

5
6
-
5
9

6
0
以
上

構成比　R6.4

５年前の構成比（R1）

%
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８　職員の勤務時間その他の勤務条件

(１) 勤務時間

(２) 休暇等

勤務時間の割振り

始業時刻 終業時刻 休憩時間

３８時間４５分 8:30 17:15 12：00～13：00
土曜日
日曜日

区　分 取　得　条　件 期　間 給料の支給

年次有給休暇 特になし
１年のうち２０日
２０日を限度に翌年に繰越
すことができる

有　給

病気休暇 負傷又は疾病のため療養の必要があるとき 同一疾病９０日間 有　給

公民権行使のため必要があるとき 必要と認められる期間 有　給

公の職務執行のため必要があるとき　 必要と認められる期間 有　給

骨髄移植のドナーとなるとき 必要と認められる期間 有　給

無償で社会奉仕活動をするとき １年に５日以内 有　給

結婚するとき 連続する６日以内 有　給

出産するとき
申し出た日から出産の日ま
で

有　給

出産したとき 出産の翌日から８週間 有　給

生後1年に達しない子に職員が授乳するとき １日２回それぞれ45分以内 有　給

妻の出産の付添いをするとき ３日以内 有　給

小学校就学前の子を看護する必要があると
き

１年に５日以内
（2人以上の場合10日以
内）

有　給

親族が死亡したとき

（主なもの）
配偶者 　１０日
父母　 　  ７日
子　　　   ５日
祖父母　 　３日
孫　　　　 １日
兄弟姉妹　 ３日

有　給

配偶者、父母及び子の追悼のための特別な
行事を行うとき

１日 有　給

夏季休暇
6月から10月までの３日以
内

有　給

災害又は交通機関の事故等により出動が困
難なとき

必要と認められる期間 有　給

配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負
傷、疾病又は老齢により日常生活を営むの
に支障があるものの介護をするため、勤務
しないことが相当であると認められるとき

１年に５日以内
（2人以上の場合10日以
内）

有　給

介護休暇

配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負
傷、疾病又は老齢により日常生活を営むの
に支障があるものの介護をするため、勤務
しないことが相当であると認められるとき

６月を超えない範囲で通算
３回まで

無　給

１週間の勤務時間 週休日

特別休暇
（主なもの）
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９　職員の分限及び懲戒処分（令和６年度）

１０　職員の義務及び制限（令和６年度）

区　　　分 内　　　容 違反者数

命令に従う義務
（地方公務員法第32条）

職員は、法令に従い、かつ、上司の命令に従わなけ
ればならない。

0 人

信用失墜行為の禁止
（地方公務員法第33条）

職員は、職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉と
なるような行為をしてはならない。

0 人

秘密を守る義務
（地方公務員法第34条）

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな
い。その職を退いた後も同様とする。

0 人

職務に専念する義務
（地方公務員法第35条）

職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべてを用
い、職務にのみ専念しなければならない。

0 人

政治的行為の制限
（地方公務員法第36条）

職員は、政治的活動に関与してはならない。 0 人

争議行為の禁止
（地方公務員法第37条）

職員は、ストライキ等をしてはならない。 0 人

営利企業等への従事制限
（地方公務員法第38条）

職員は、許可を受けなければ、営利を目的とする会
社その他の団体の役員等を兼ね、若しくは自ら私企
業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事
務にも従事してはならない。

0 人

区　　分 処分者数 該　　当　　事　　項

降任 0 人 ・勤務実績が良くない。
・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない。
・必要な適格性を欠く。
・職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた。免職 0 人

休職 1 人
・心身の故障のため、長期の休養を要する。
・刑事事件に関し起訴された。

免職 0 人

停職 0 人

減給 1 人

戒告 0 人

（注）　分限処分は、公務能率の維持を目的に職員に対して行われる処分です。
　　　　懲戒処分は、職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図る制裁的処分です。

　すべての公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務遂行にあたっては、全力でこれに専
念しなければなりません。（地方公務員法第３０条）
　これを実行するため、職員には次のような義務や制限が課せられています。

分
限
処
分

懲
戒
処
分

・地方公務員法若しくは第５７条に規定する特例を定めた法律又は、これに基く
条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反し
た。
・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った。
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった。
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１１　職員の研修（令和５年度）

(１) 職員研修

＜職場内研修＞

＜研修所・派遣研修＞

研修名 講　　師

新採用職員研修 各管理職・係長職等

研　修　名 研修派遣先 延べ人数

後志管内町村新規採用職員基礎研修 後志町村会（蘭越町） 4 人

後志管内町村職員初級研修 後志町村会（蘭越町） 2 人

後志管内町村職員中級研修 後志町村会（倶知安町） 3 人

後志17町村新規採用職員研修（接遇研修） 後志町村会（倶知安町） 5 人

後志地区法務基礎研修 後志町村会（倶知安町） 1 人

後志地区法務実務入門研修 後志町村会（倶知安町） 3 人

後志地区政策法務研修 後志町村会（倶知安町） 3 人

中級職員研修講師養成講座 北海道町村会（札幌市） 1 人

新規採用職員基礎・初級職員研修講師養成講座 北海道町村会（札幌市） 1 人

新任管理者基礎研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

管理能力研修（管理職対象） 北海道市町村研修センター（札幌市） 2 人

指導能力研修（新規係長職対象） 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

法令実務応用研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 2 人

文書作成能力研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

DX推進基礎研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

財政実務・資金管理研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

コーチング研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

コミュニケーション能力向上研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

業務改善（カイゼン）手法研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

クレーム対応研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

窓口対応マナー研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 2 人

接遇指導者養成研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

女性キャリアビジョン研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

人事評価者訓練研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 2 人

組織のタイムマネジメント研修 北海道市町村研修センター（札幌市） 1 人

法令実務Ａ研修 市町村職員中央研修所（千葉県） 2 人

広報の効果的な実践研修 市町村職員中央研修所（千葉県） 1 人

研修の企画と実践研修 市町村職員中央研修所（千葉県） 1 人

災害発生時の市町村の対応 全国市町村国際文化研修所（滋賀県） 1 人

人事担当課長のための人材育成セミナー 全国市町村国際文化研修所（滋賀県） 1 人

自治体の自立的な財政運営 全国市町村国際文化研修所（滋賀県） 1 人

相談業務担当職員のためのコミュニケーション技法 全国市町村国際文化研修所（滋賀県） 1 人

これからの農業を考える研修 全国市町村国際文化研修所（滋賀県） 1 人

　多様化、高度化する行政ニーズに対応し、柔軟で効率的な行政運営に努める職員を育成するため、研修計
画を策定し、職員研修を実施しています。
　令和５年度の研修実績は、次のとおりです。
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＜自主研修＞

北海道市町村振興協会国内先進地事例研修 当別町、北広島市、栗山町、南幌町、札幌市、安平町 1 人

市町村職員中央研修所 市町村職員中央研修所 1 人

東洋大学ＰＰＰスクール 東京都他 1 人

自治大学校 東京都立川市 1 人

自治大学校事後研修 東京都立川市 1 人

全国地域リーダー養成塾 東京都他 1 人

地域農政未来塾 東京都他 1 人

全国町村会デジタル創発塾 東京都他 1 人

研　修　名 研修派遣先 延べ人数

観光行政研修 千葉県柏市（国土交通大学校） 1 人

公共施設マネジメント実務講座 オンライン（日本経営協会実施研修） 1 人

全国地域リーダー養成塾修了者研修会 東京都（アルカディア市ヶ谷） 1 人

債権管理一元化の実践論 東京都（日本経営協会） 1 人
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１２　職員の福祉及び利益の保護

(１) 職員の福利厚生

(２) 公務災害補償制度

(３) 職員の利益の保護

１３　人事管理

(１) 職員の再任用の状況

区　　分 事　業　内　容

令和５年度
災害件数

災　害　の　概　要

1 通勤中転倒し頭部打撲を負った

　公務災害の補償については、地方公務員災害補償法に基づいて行われます。
　公務上の災害等に対する補償の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公務員災害補償基金が設置され、補
償等を実施しています。
　本町は、地方公務員災害補償基金北海道支部に加入しており、定数内職員の場合は、公務災害に関する給付は
当基金から行われます。また、会計年度任用職員の場合は、北海道市町村総合事務組合から給付が行われます。

　令和５年度は前年度から継続して２名、新規１名を再任用としました。
　再任用期間：４月１日から３月３１日までの１年間を原則とする。（更新可）
　勤務形態：常勤勤務職員（２人）　　１週間当たりの勤務時間　３８時間４５分（定数内）
　　　　　　短時間勤務職員（０人）　１週間当たりの勤務時間　３１時間（定数外）
　　※本人の希望と配属部署を勘案し、雇用形態を決定している。

　地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死
亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうため、相互救済を目的とする共済制度があります。
　本町職員に対して適用される共済制度は、北海道市町村職員共済組合が制度を運用、実施しています。
また職員は、共済組合の事業をより充実、補完するために設けられた（財）北海道市町村職員福祉協会に加入し福利
厚生の充実を図っています。
　この他、職員相互の親睦や健康増進を図るために職員互助会を組織し、親睦会・スポーツ交流・除雪ボランティア
などの活動を行っています。

共済組合

短期給付事業（民間の健康保険に相当）
　・保険給付＝療養の給付、出産費など
　・休業給付＝傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金など
　・災害給付＝災害見舞金など
長期給付事業（民間の厚生年金に相当）
　・退職給付＝退職共済年金、特例による退職共済年金
　・障害給付＝障害共済年金、障害一時金
　・遺族給付＝遺族共済年金
福祉事業
　・保健事業、貯金事業、貸付事業、物資事業
宿泊事業
　・指定宿泊施設の利用助成

福祉協会

福利厚生事業
　・保養＝指定宿泊施設の利用助成など
　・保健＝入院一時金、出産祝金など
　・研修＝ライフプランセミナーの開催など
医療給付事業（退職者、配偶者等を対象）
　・医療費＝医療費の助成、入院見舞金、死亡弔慰金
その他
　・貸付事業、福祉年金事業、生命共済事業

　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置が執られるよう要求することや、懲戒その他意
に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対して申し立てをすることができます。
　公平委員会とは、地方公務員法第７条第３項の規定により、町による設置が義務付けられている機関（後志管
内は共同設置）で、①職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置
をとること、②職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定、③その他、職員の苦情
処理を行います。
　後志管内の町村は、「後志公平委員会」を設置し、後志町村会を事務局に共同で運営しています。
　令和５年度に、後志公平委員会に対する勤務条件に関する措置要求、及び不利益処分に関する不服申立はあり
ませんでした。
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